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資金移動業者の口座への賃金支払を認める場合に必要な規制のイメージ

○ 現行では、資金決済法等に基づき、「利用者の保護及び資金移動業の適正かつ確実な遂行」の観点から、
全ての資金移動業者に必要な規制がなされている（『１階部分』）。

○ 仮に資金移動業者の口座への賃金支払を認める場合には、『１階部分』に加えて、労働基準法施行規則
に基づき、「賃金の確実な支払」を担保するための要件を満たす一部の資金移動業者のみに限定すること
が必要（『２階部分』） 。

【賃金の確実な支払】

【利用者の保護及び資金移動業の適正かつ確実な遂行】

資金決済法関係法令等

労基法関係法令
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』
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』

80業者全て（2020年12月末時点）

（例）
・履行保証金の供託等
・システムリスク管理
・その他利用者保護等に関する措置 など

賃金支払が認められる
一部の業者

（例）
・資金保全：民間保険等による保証
・換金性：適時の換金
・不正引出しの対策・補償 など

・労働基準法施行規則において
要件化。

・資金移動業者からの申請に
基づき、要件を満たす業者を
厚生労働大臣が指定。

（厚生労働省）

（金融庁）
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令和２年資金決済法改正の概要 （令和３年５月１日施行）
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【法改正のポイント】

○資金移動業に、現行類型に加え、新たに高額類型と少額類型を設け、送金額に応じた規制を適用。

○具体的には、類型ごとに、利用者資金の滞留の可否や保全方法に差を設ける。

100万円

（赤字は政令事項、青字は内閣府令事項）

送金上限額

利用者資金
の滞留

利用者資金
の保全方法

100万円以下/件５万円以下/件 上限なし

滞留可

ただし、受入額100万円超の場合、
送金と無関係の資金を滞留させない体制整備

滞留可

ただし、受入上限額５万円以下

原則滞留不可

送金額/送金日/送金先が明確な場合のみ
資金を受け入れ、ただちに送金

右記に代えて預金管理も可 供託/保証/信託で全額保全

営業日ごとに必要額を算定し、
２営業日以内に保全

週に１回以上必要額を算定し、３営業日以内に保全

その他 第三者による不正利用が行われた場合の損失補償方針を利用者に情報提供

※ 資金移動業者が受け入れる利用者資金は、送金に用いられるものである必要 2


